
札幌圏都市計画地区計画の変更（石狩市決定） 

 

都市計画花川東地区地区計画を次のように変更する。 

 

１ 地区計画の方針 

名   称 花川東地区地区計画 

位   置 

石狩市花川東１条１丁目の一部、 

１条２丁目から１条４丁目、 

      ２条１丁目から２条３丁目 

区   域 計画図表示のとおり 

面   積 約３１．０ha 
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地 区 計 画 の 目 標 

 当地区は、市の東側に位置する住工混在型の既成市街地であり、地区内

を道々「花畔茨戸通」が横断している交通至便地である。また、組合施行

による土地区画整理事業により、道路・公園・下水道などの基盤整備及び

健全な宅地の整備が進められた地区であることから、地区計画により建築

物及び地区施設の計画的な誘導をすることで、工場等と共存する良好な環

境を保全する住宅地の形成を図る。 

土 地 利 用 の 方 針 

 用途地域による土地利用を基本としつつ、地区の特性に応じて、当地区

を次の２地区に区分し、計画的な土地利用を図る。 

１ 一般住宅地区 

  戸建住宅を中心とした良好な住環境の保全を行うとともに、時代に即

した多様な事業活動の推進を図る。 

２ 沿道業務地区 

  隣接する住宅への影響を配慮しながら、沿道における土地利用の増進

を図る。 

地区施設の整備の方針 
幹線及び区画道路、公園などは、土地区画整理事業により計画的に配置

されていることから、これらの施設の維持、保全を図る。 

建築物等の整備の方針 

 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、それぞれの地区にふさわ

しい街区の形成が図られるよう建築物等に関する制限を次のように定め

る。 

１ 商工業その地の施設と住宅が共存するための環境の保全と業務機能の

増進が図られるよう、沿道業務地区に「建築物等の用途の制限」を定め

る。  

２ 北国としての良好な住環境の形成に必要な敷地と健全な商工業業務等

の機能の確保を図るため、各々の地区に「建築物の敷地面積の最低限度」

を定める。 

３ うるおいとゆとりのある街並みを形成するため、敷地境界線に面する

部分に生け垣や植栽による緑化が図られるよう、また、沿道業務地区に

あっては、幹線道路沿道にふさわしい街並みの形成が図られるよう、「建

築物等の壁面の位置の制限」を定める。 

４ 良好な街区景観の創出及び住宅地における日照の確保が図られるよう

一般住宅地区に「建築物等の高さの最高限度」を定める。  

 



２ 地区整備計画 

理由 

建築基準法の改正に伴い、所要の規定の整理を行うために変更するものである。 
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名 称 花川東地区 

区 域 計画図表示のとおり 

面 積 約２７．６ ha 
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地区 

の 

区分 

名称 

（用途） 

一 般 住 宅 地 区 

（第二種中高層住居専用地域） 

沿 道 業 務 地 区 

（準工業地域） 

面積 約１８．４ ha 約９．２ ha 

 

建築物等の用途の

制限 

― 

 

 次の各号に掲げる建築物は建築し

てはならない。 

①建築基準法別表第二（ぬ）項第三号

（一）から（五）、（七）から（十七

の四）及び（十九）並びに（二十）

に掲げる工場 

②建築基準法別表第二（ぬ）項第四号

に掲げる建築物 

③自動車教習所 

④畜舎で床面積の合計が 15 ㎡を超え

るもの 

 

建築物の敷地面積

の最低限度 
１６５㎡ ２００㎡ 

 

建築物の壁面の位

置の制限 

 

道路境界線（隅切部分を除く。）

及び隣地境界線から建築物の外壁

又はこれに代わる柱（以下「外壁

等」という。）の面までの距離の最

低限度は 1ｍとする。ただし、当該

限度に満たない距離にある建築物

又は建築物の部分で次の各号のい

ずれかに該当する場合は、この限

りではない。 

① 軒の高さが 2.3ｍ以下の車庫、

物置その他これらに類する用途

に供するもので、道路境界線及

び隣地境界線から外壁等の面ま

での距離が 1ｍに満たない部分

の床面積の合計が 5 ㎡以内であ

るもの 

② 外壁等の中心線の長さの合計

が 3ｍ以下であるもの 

 

 

都市計画道路「花畔茨戸通」の道路

境界線から建築物の外壁又はこれに

代わる柱（以下「外壁等」という。）

の面までの距離の最低限度は2ｍとす

る。 

建築物等の高さの

最高限度 
１２ｍ ― 

備 考  用語の定義及び算定方法については、建築基準法及び同法施行令の例による 


